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議案第４２号 

 

  安中市防災行政無線施設条例の一部改正について 

 

新旧対照表                                     (下線部は改正箇所)  

現  行 改 正 案 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

固定系 固定系 

種別 設置場所 
親局    
  

安中市安中2丁目13番7号 

遠 隔 制

御装置 
安中市安中一丁目23番13号 
安中市松井田町新堀245番地 
安中市安中一丁目10番30号 
安中市松井田町五料392番地4 

再 送 信

子局 
安中市板鼻二丁目233番2号 
安中市東上秋間1529番地 
安中市松井田町北野牧17914番地1 

屋 外 子

局 
安中市防災行政無線施設管理運用規則(平
成18年安中市規則第22号)に定める場所 

中継局 安中市松井田町横川字大平国有林157林班

い小班外 
戸 別 受

信装置 
安中市防災行政無線戸別受信機の設置及び

管理に関する規則(平成18年安中市規則第2
3号)に定める世帯及び施設 

 

種別 設置場所 
主 配 信

局 
安中市安中2丁目13番7号 

副 配 信

局 
安中市松井田町新堀245番地 
安中市安中1丁目10番30号 
安中市松井田町五料392番地4 

屋 外 拡

声子局 
安中市防災行政無線施設管理運用規則(平
成18年安中市規則第22号)に定める場所 

送信局 安中市松井田町横川字大平国有林157林班

い小林班外 
戸 別 受

信機 
安中市防災行政無線戸別受信機の設置及び

管理に関する規則(平成18年安中市規則第2
3号)に定める世帯及び施設 
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議案第４３号 

 

    安中市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の 

一部改正について 

 

新旧対照表                                     (下線部は改正箇所)  

現  行 改 正 案 

(定義) (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10
項に規定する小規模保育事業をいう。         
                                 

(6) 満3歳未満等小規模保育事業 児童福祉法第6
条の3第10項に規定する小規模保育事業(同項第

3号に掲げる事業を除く。)をいう。 

（新設） (6)の2 満3歳以上限定小規模保育事業 児童福

祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

(同項第3号に掲げる事業に限る。)をいう。 

(7)～(11) （略） (7)～(11) （略） 

（新設） (11)の2 教育認定子ども 法第27条第1項に規定

する教育認定子どもをいう。 

（新設） (11)の3 満3歳以上保育認定子ども 法第27条第

1項に規定する満3歳以上保育認定子どもをい

う。 

（新設） (11)の4 保育認定子ども 法第29条第2項に規定

する保育認定子どもをいう。 

(12)～(29) （略） (12)～(29) （略） 

2 （略） 2 （略） 
(正当な理由のない提供拒否の禁止等) (正当な理由のない提供拒否の禁止等) 

第6条 （略） 第6条 （略） 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に

限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込

みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子

ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用して

いる同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教

育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数を超える場合におい

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に

限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込

みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子

ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用して

いる教育認定子ども                          
                        の総数が、当該特定教

育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数を超える場合におい
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ては、抽選、申込みを受けた順序により決定する

方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・

保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その

他公正な方法                                
により選考しなければならない。 

ては、抽選、申込みを受けた順序により決定する

方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・

保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その

他公正な方法(第4項において「選考方法」という。)
により選考しなければならない。 

3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に

限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込

みに係る法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校

就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に

利用している同条第2号又は第3号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も         の総数が、当該特定教育・保育施設の

同条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数を超える場合におい

ては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要

の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける

必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子

どもが優先的に利用できるよう、選考するものと

する。 

3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に

限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込

みに係る法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校

就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に

利用している満3歳以上保育認定子ども又は満3歳
未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子ど

もを除く。)の総数が、当該特定教育・保育施設の

同条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数を超える場合におい

ては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要

の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける

必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子

どもが優先的に利用できるよう、選考するものと

する。 

4 特定教育・保育施設は、前2項に       

  規定する選考の方法をあらかじめ教育・保育

給付認定保護者に明示した上で、選考を行わなけ

ればならない。 

4 前2項の特定教育・保育施設は、選考方法又は前

項に規定する選考の方法をあらかじめ教育・保育

給付認定保護者に明示した上で、選考を行わなけ

ればならない。 

5 （略） 5 （略） 

(あっせん、調整及び要請に対する協力) (あっせん、調整及び要請に対する協力) 

第7条 （略） 第7条 （略） 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に

限る。以下この項において同じ。)は、法第19条第

2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教

育・保育施設の利用について児童福祉法第24条第3
項(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。)の規定により市町村が行う

調整及び要請に対し、できる限り協力しなければ

ならない。 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に

限る。以下この項において同じ。)は、保育認定子

ども                                        
                            に係る当該特定教

育・保育施設の利用について児童福祉法第24条第3
項(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。)の規定により市町村が行う

調整及び要請に対し、できる限り協力しなければ

ならない。 

(利用者負担額等の受領) (利用者負担額等の受領) 
第13条 （略） 第13条 （略） 

2及び3 （略） 2及び3 （略） 

4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を受ける額 4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を受ける額
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のほか、特定教育・保育において提供される便宜

に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払

を教育・保育給付認定保護者から受けることがで

きる。 

のほか、特定教育・保育において提供される便宜

に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払

を教育・保育給付認定保護者から受けることがで

きる。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

(3) 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要す

る費用 
(3) 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要す

る費用 

ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・

保育給付認定子どものうち、その教育・保育

給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定

保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村

民税所得割合算額がそれぞれ(ア)又は(イ)に
定める金額未満であるものに対する副食の提

供 

ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・

保育給付認定子どものうち、その教育・保育

給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定

保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村

民税所得割合算額がそれぞれ(ア)又は(イ)に
定める金額未満であるものに対する副食の提

供 

(ア) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も 7万7,101円 

(ア) 教育認定子ども                     
                                     
   7万7,101円 

(イ) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。

イ(イ)において同じ。) 5万7,700円(令第4
条第2項第6号に規定する特定教育・保育給

付認定保護者にあっては、7万7,101円) 

(イ) 満3歳以上保育認定子ども            
                                     
 (特定満3歳以上保育認定子どもを除く。

イ(イ)において同じ。) 5万7,700円(令第4
条第2項第6号に規定する特定教育・保育給

付認定保護者にあっては、7万7,101円) 
イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・

保育給付認定子どものうち、負担額算定基準

子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学

校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学

校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍

する子どもをいう。以下このイにおいて同

じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合にそれ

ぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該当するもの

に対する副食の提供(アに該当するものを除

く。) 

イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・

保育給付認定子どものうち、負担額算定基準

子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学

校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学

校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍

する子どもをいう。以下このイにおいて同

じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合にそれ

ぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該当するもの

に対する副食の提供(アに該当するものを除

く。) 

(ア) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も 負担額算定基準子ども又は小学校第3
学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2
番目の年長者である者を除く。)である者 

(ア) 教育認定子ども                     
                                     
   負担額算定基準子ども又は小学校第3
学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2
番目の年長者である者を除く。)である者 

(イ) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前 (イ) 満3歳以上保育認定子ども            
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子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も 負担額算定基準子ども(そのうち最年

長者及び2番目の年長者である者を除く。)
である者 

                                     
   負担額算定基準子ども(そのうち最年

長者及び2番目の年長者である者を除く。)
である者 

ウ 満3歳未満保育認定子どもに対する食事の

提供 
ウ 満3歳未満保育認定子どもに対する食事の

提供 

(4)及び(5) （略） (4)及び(5) （略） 

5及び6 （略） 5及び6 （略） 

(運営規程) (運営規程) 

第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の

運営についての重要事項に関する規程(第23条に

おいて「運営規程」という。)を定めておかなけれ

ばならない。 

第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の

運営についての重要事項に関する規程(第23条に

おいて「運営規程」という。)を定めておかなけれ

ばならない。 

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略） 

(8) 特定教育・保育施設の利用の開始及び終了に

関する事項並びに特定教育・保育施設の利用に

当たっての留意事項(第6条第2項及び第3項  

          に規定する選考の方法を

含む。) 

(8) 特定教育・保育施設の利用の開始及び終了に

関する事項並びに特定教育・保育施設の利用に

当たっての留意事項(第6条第2項に規定する選

考方法及び同条第3項に規定する選考の方法を

含む。) 

(9)～(12) （略） (9)～(12) （略） 

(虐待等の禁止) (虐待等の禁止) 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育

給付認定子どもに対し、児童福祉法第33条の10第1
項各号 (幼保連携型認定こども園である特定教

育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法

第27条の2第1項各号、幼稚園                   
      である特定教育・保育施設の職員にあって

は、学校教育法第28条第2項において準用する認定

こども園法第27条の2第1項各号)に掲げる行為そ

の他当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育

給付認定子どもに対し、児童福祉法第33条の10第1
項各号 (幼保連携型認定こども園である特定教

育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法

第27条の2第1項各号、学校教育法第1条に規定する

幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあって

は、同法      第28条第2項において準用する認定

こども園法第27条の2第1項各号)に掲げる行為そ

の他当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。 

(特別利用保育の基準) (特別利用保育の基準) 

第35条 特定教育・保育施設(保育所に限る。以下こ

の条において同じ。)は、法第19条第1号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもに対し特別利用保育を提供する場合は、

県条例で定める最低基準(保育所に係るものに限

る。)を遵守しなければならない。 

第35条 特定教育・保育施設(保育所に限る。以下こ

の条において同じ。)は、教育認定子ども        
                              

    に対し特別利用保育を提供する場合は、

県条例で定める最低基準(保育所に係るものに限

る。)を遵守しなければならない。 

2 特定教育・保育施設が前項の規定により特別利用 2 特定教育・保育施設が前項の規定により特別利用
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保育を提供する場合には、当該特別利用保育に係

る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定

教育・保育施設を現に利用している同条第2号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもの総数は、第4条第2項第3号の規定に

より定められた法第19条第2号に掲げる小学校就

学前子どもに係る利用定員の総数を超えないもの

とする。 

保育を提供する場合には、当該特別利用保育に係

る教育認定子ども                            
                                及び当該特定

教育・保育施設を現に利用している満3歳以上保育

認定子ども                                  
            の総数は、第4条第2項第3号の規定に

より定められた法第19条第2号に掲げる小学校就

学前子どもに係る利用定員の総数を超えないもの

とする。 

3 特定教育・保育施設が第1項の規定により特別利

用保育を提供する場合には、特定教育・保育には

特別利用保育を、施設型給付費には特例施設型給

付費(法第28条第1項の特例施設型給付費をいう。

次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むもの

として、前節(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)
の規定を適用する。この場合において、第6条第2
項中「認定こども園又は幼稚園」とあるのは「特

別利用保育を提供している施設」と、「利用して

いる同号」 とあるのは「利用している同号又は

同条第2号                          

         」と、第13条第2項中「法第2
7条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28
条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により

算定した費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教

育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保

育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を除

く。)」と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子

ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特
別利用保育を受ける者を含む。)」とする。 

3 特定教育・保育施設が第1項の規定により特別利

用保育を提供する場合には、特定教育・保育には

特別利用保育を、施設型給付費には特例施設型給

付費(法第28条第1項の特例施設型給付費をいう。

次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むもの

として、前節(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)
の規定を適用する。この場合において、第6条第2
項中「認定こども園又は幼稚園」とあるのは「特

別利用保育を提供している施設」と、「教育認定

子どもの総数」とあるのは「教育認定子ども又は

満3歳以上保育認定子どもの総数」と、「同号」と

あるのは「同条第2号」と、第13条第2項中「法第2
7条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28
条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により

算定した費用の額」と、第13条第4項第3号イ(ア)
中「教育認定子ども」とあるのは「教育認定子ど

も       (特別利用保育を受ける者を除

く。)」と、同号イ(イ)中「満3歳以上保育認定子ど

も」とあるのは「満3歳以上保育認定子ども  (特
別利用保育を受ける者を含む。)」とする。 

 (特別利用教育の基準) (特別利用教育の基準) 
第36条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。以下こ

の条において同じ。)は、法第19条第2号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合は、

法第34条第1項第2号に規定する基準を遵守しなけ

ればならない。 

第36条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。以下こ

の条において同じ。)は、満3歳以上保育認定子ど

も                                          
        に対し、特別利用教育を提供する場合は、

法第34条第1項第2号に規定する基準を遵守しなけ

ればならない。 

2 特定教育・保育施設が前項の規定により特別利用

教育を提供する場合には、当該特別利用教育に係

る法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定

2 特定教育・保育施設が前項の規定により特別利用

教育を提供する場合には、当該特別利用教育に係

る満3歳以上保育認定子ども                   
                                及び当該特定
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教育・保育施設を現に利用している同条第1号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもの総数は、第4条第2項第2号の規定に

より定められた法第19条第1号に掲げる小学校就

学前子どもに係る利用定員の総数を超えないもの

とする。 

教育・保育施設を現に利用している教育認定子ど

も                                          
            の総数は、第4条第2項第2号の規定に

より定められた法第19条第1号に掲げる小学校就

学前子どもに係る利用定員の総数を超えないもの

とする。 

3 特定教育・保育施設が第1項の規定により特別利

用教育を提供する場合には、特定教育・保育には

特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給

付費を、それぞれ含むものとして、前節(第6条第3
項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。こ

の場合において、第6条第2項中「特定教育・保育

施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項

において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施

設(特別利用教育を提供している施設に限る。以下

この項において同じ。)」と、「法第19条第1号」

とあるのは「法第19条第2号」と、「利用している

同号          」とあるのは「利用している同条

第1号又は第2号                       」と、「の

同号」とあるのは「の同条第1号」と、第13条第2
項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるの

は「法第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額」と、同条第4項第3
号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるの

は「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受

ける者を含む。)」と、同号イ(イ)中「教育・保育

給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認

定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。)」とす

る。 

3 特定教育・保育施設が第1項の規定により特別利

用教育を提供する場合には、特定教育・保育には

特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給

付費を、それぞれ含むものとして、前節(第6条第3
項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。こ

の場合において、第6条第2項中「特定教育・保育

施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項

において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施

設(特別利用教育を提供している施設に限る。以下

この項において同じ。)」と、「法第19条第1号」

とあるのは「法第19条第2号」と、「教育認定子ど

もの総数   」とあるのは「教育認定子ども又

は満3歳以上保育認定子どもの総数   」と、「の

同号」とあるのは「の同条第1号」と、第13条第2
項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるの

は「法第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額」と、第13条第4項第

3号イ(ア)中「教育認定子ども」とあるのは「教育

認定子ども                (特別利用教育を受

ける者を含む。)」と、同号イ(イ)中「満3歳以上保

育認定子ども」とあるのは「満3歳以上保育認定子

ども  (特別利用教育を受ける者を除く。)」とす

る。 

(利用定員) (利用定員) 
第37条 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を

除く。)の利用定員(法第29条第1項の確認において

定めるものに限る。以下この章において同じ。)の
数は、家庭的保育事業にあっては1人以上5人以下、

小規模保育事業A型(安中市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年
安中市条例第17号。以下「家庭的保育事業等基準

条例」という。)第29条に規定する小規模保育事業

A型をいう。第42条第3項において同じ。)及び小規

模保育事業B型(家庭的保育事業等基準条例第32条

第37条 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を

除く。)の利用定員(法第29条第1項の確認において

定めるものに限る。以下この章において同じ。)の
数は、家庭的保育事業にあっては1人以上5人以下、

小規模保育事業A型(安中市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年
安中市条例第17号。以下「家庭的保育事業等基準

条例」という。)第28条に規定する小規模保育事業

A型をいう。第42条第3項において同じ。)及び小規

模保育事業B型(家庭的保育事業等基準条例第28条
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に規定する小規模保育事業B型をいう。第42条第3
項において同じ。)にあっては6人以上19人以下、

小規模保育事業C型(家庭的保育事業等基準条例第

34条に規定する小規模保育事業C型をいう。附則

第3条において同じ。)にあっては6人以上10人以

下、居宅訪問型保育事業にあっては1人とする。 

に規定する小規模保育事業B型をいう。第42条第3
項において同じ。)にあっては6人以上19人以下、

小規模保育事業C型(家庭的保育事業等基準条例第

28条に規定する小規模保育事業C型をいう。附則

第3条において同じ。)にあっては6人以上10人以

下、居宅訪問型保育事業にあっては1人とする。 

2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類

及び当該特定地域型保育の種類に係る特定地域型

保育事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業

所」という。)ごとに、法第19条第3号に掲げる小

学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育

事業を行う事業所にあっては、家庭的保育事業等

基準条例第43条の規定を踏まえ、その雇用する労

働者の監護する小学校就学前子どもを保育するた

め当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行

う事業主に係る当該小学校就学前子ども(当該事

業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっ

ては事業主団体の構成員である事業主の雇用する

労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済

組合等(児童福祉法第6条の3第12項第1号ハに規定

する共済組合等をいう。)に係るものにあっては共

済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等

の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子ども

とする。)及びその他の小学校就学前子どもごとに

定める法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ど

もに係る利用定員とする。)を、満1歳に満たない

小学校就学前子どもと満1歳以上の小学校就学前

子どもに区分して定めるものとする。 

2 特定地域型保育事業者(満3歳以上限定小規模保

育事業者(満3歳以上限定小規模保育事業を行う者

をいう。以下同じ。)を除く。)は、次の各号に掲げ

る地域型保育事業の区分に応じ、当該地域型保育

事業を行う事業所ごとに、当該各号に定める利用

定員を、満1歳に満たない小学校就学前子どもと満

1歳以上の小学校就学前子どもとに区分して定め

るものとする。 
(1) 家庭的保育事業、満3歳未満等小規模保育事業

及び居宅訪問型保育事業 法第19条第3号に掲

げる小学校就学前子どもに係る利用定員 
(2) 事業所内保育事業 法第43条第3項に規定す

る労働者等監護満3歳未満小学校就学前子ども

に係る利用定員及びその他の法第19条第3号に

掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員 

（新設） 3 特定地域型保育事業者(満3歳以上限定小規模保

育事業者に限る。)は、満3歳以上限定小規模保育

事業を行う事業所ごとに、法第19条第2号に掲げる

小学校就学前子どもに係る利用定員を定めるもの

とする。 

(内容及び手続の説明並びに同意) (内容及び手続の説明並びに同意) 

第38条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込

者に対し、第42条第1項に規定する連携施設(居宅

訪問型保育事業を行う者にあっては、同条第8項に

規定する居宅訪問型保育連携施設)の種類、名称、

連携協力の概要、職員の勤務体制及び第43条の規

第38条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込

者に対し、第42条第1項に規定する連携施設(居宅

訪問型保育事業を行う者にあっては、同条第9項に

規定する居宅訪問型保育連携施設)の種類、名称、

連携協力の概要、職員の勤務体制及び第43条の規
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定により支払を受ける費用に関する事項並びに第

46条各号に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程の概要その他の利用申込者の保育の

選択に資すると認められる重要事項を記した文書

を交付して説明を行い、当該提供の開始について

利用申込者の同意を得なければならない。 

定により支払を受ける費用に関する事項並びに第

46条各号に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程の概要その他の利用申込者の保育の

選択に資すると認められる重要事項を記した文書

を交付して説明を行い、当該提供の開始について

利用申込者の同意を得なければならない。 

(正当な理由のない提供拒否の禁止等) (正当な理由のない提供拒否の禁止等) 

第39条 （略） 第39条 （略） 

2 特定地域型保育事業者                       
                は、利用の申込みに係る法第19
条第3号に掲げる小学校就学前子ども及び特定地

域型保育事業所を現に利用している満3歳未満保

育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除

く。以下この章                     において同

じ。)の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号

に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定

員の総数を超える場合においては、教育・保育給

付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の

状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認め

られる満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用

できるよう、選考するものとする。 

2 特定地域型保育事業者(満3歳以上限定小規模保

育事業者を除く。)は、利用の申込みに係る法第19
条第3号に掲げる小学校就学前子ども及び特定地

域型保育事業所を現に利用している満3歳未満保

育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除

く。以下この章(第43条第1項を除く。)において同

じ。)の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号

に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定

員の総数を超える場合においては、教育・保育給

付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の

状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認め

られる満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用

できるよう、選考するものとする。 

（新設） 3 特定地域型保育事業者(満3歳以上限定小規模保

育事業者に限る。)は、利用の申込みに係る法第19
条第2号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特

定地域型保育事業所を現に利用している満3歳以

上保育認定子どもの総数が、当該特定地域型保育

事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分

に係る利用定員の総数を超える場合においては、

法第20条第4項の規定による認定に基づき、保育の

必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受

ける必要性が高いと認められる満3歳以上保育認

定子どもが優先的に利用できるよう、選考するも

のとする。 

3 特定地域型保育事業者は、前項    に規定す

る選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定保

護者に明示した上で、選考を行わなければならな

い。 

4 前2項の特定地域型保育事業者は、前2項に規定す

る選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定保

護者に明示した上で、選考を行わなければならな

い。 

4 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制

の確保が困難である場合その他利用申込者に係る

満3歳未満保育認定子どもに対し自ら適切な教

5 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制

の確保が困難である場合その他利用申込者に係る

保育認定子ども          に対し自ら適切な教
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育・保育を提供することが困難である場合は、第4
2条第1項に規定する連携施設(居宅訪問型保育事

業を行う者にあっては、同条第8項に規定する居宅

訪問型保育連携施設)その他の適切な特定教育・保

育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適

切な措置を速やかに講じなければならない。 

育・保育を提供することが困難である場合は、第4
2条第1項に規定する連携施設(居宅訪問型保育事

業を行う者にあっては、同条第9項に規定する居宅

訪問型保育連携施設)その他の適切な特定教育・保

育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適

切な措置を速やかに講じなければならない。 

(あっせん、調整及び要請に対する協力) (あっせん、調整及び要請に対する協力) 

第40条 （略） 第40条 （略） 

2 特定地域型保育事業者は、満3歳未満保育認定子

どもに係る特定地域型保育事業の利用について児

童福祉法第24条第3項(同法附則第73条第1項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定

により市町村が行う調整及び要請に対し、できる

限り協力しなければならない。 

2 特定地域型保育事業者は、保育認定子ども      
   に係る特定地域型保育事業の利用について児

童福祉法第24条第3項(同法附則第73条第1項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定

により市町村が行う調整及び要請に対し、できる

限り協力しなければならない。 

(心身の状況等の把握) (心身の状況等の把握) 

第41条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

の提供に当たっては、満3歳未満保育認定子どもの

心身の状況、その置かれている環境、他の特定教

育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなけれ

ばならない。 

第41条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

の提供に当たっては、保育認定子ども         の
心身の状況、その置かれている環境、他の特定教

育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなけれ

ばならない。 

(特定教育・保育施設等との連携) (特定教育・保育施設等との連携) 

第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事

業を行う者を除く。以下この項から第7項までにお

いて同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確実に

実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供

されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行

う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「連携施

設」という。)を適切に確保しなければならない。

ただし、山間のへき地その他の地域であって、連

携施設の確保が著しく困難であると市が認めるも

のにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型

保育事業者については、この限りでない。 

第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事

業を行う者を除く。以下この項から第7項までにお

いて同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確実に

実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供

されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行

う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「連携施

設」という。)を適切に確保しなければならない。

ただし、山間のへき地その他の地域であって、連

携施設の確保が著しく困難であると市が認めるも

のにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型

保育事業者については、この限りでない。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている満3歳未

満保育認定子どもに集団保育を体験させるため

の機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に

必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助

言その他の保育の内容に関する支援(次項にお

いて「保育内容支援」という。)を実施すること。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている保育認定

子ども         に集団保育を体験させるため

の機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に

必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助

言その他の保育の内容に関する支援(次項にお

いて「保育内容支援」という。)を実施すること。 

(2) （略） (2) （略） 
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(3) 特定地域型保育事業者により特定地域型保育

                                          
                                          
                                          
                      の提供を受けていた満

3歳未満保育認定子ども(事業所内保育事業を利

用する満3歳未満保育認定子どもにあっては、第

37条第2項に規定するその他の       

    小学校就学前子どもに限る。以下この

号及び第6項第1号において同じ。)を、当該特定

地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未

満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保

護者の希望により、引き続き連携施設において

受け入れて教育・保育を提供すること。 

(3) 特定地域型保育事業者(満3歳以上限定小規模

保育事業者を除く。第6項、第7項、第11項及び

第12項において同じ。)により特定地域型保育(満
3歳以上限定小規模保育を除く。第6項、第7項及

び第12項において同じ。)の提供を受けていた満

3歳未満保育認定子ども(事業所内保育事業を利

用する満3歳未満保育認定子どもにあっては、第

37条第2項に規定するその他の法第19条第3号
に掲げる小学校就学前子どもに限る。         
     第6項第1号において同じ。)を、当該特定

地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未

満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保

護者の希望により、引き続き連携施設において

受け入れて教育・保育を提供すること。 

2～6 （略） 2～6 （略） 

7 前項(同項第2号に係る部分に限る。)の場合におい

て、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第59条
第1項に規定する施設のうち次に掲げるもの(入所

定員が20人以上のものに限る。)                
                            であって、市長が

適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係

る連携協力を行う施設又は事業所として適切に確

保しなければならない。 

7 前項(同項第2号に係る部分に限る。)の場合におい

て、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第59条
第1項に規定する施設のうち次に掲げるもの(入所

定員が20人以上のものに限る。)又は満3歳以上限

定小規模保育事業を行う事業所であって、市長が

適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係

る連携協力を行う施設又は事業所として適切に確

保しなければならない。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

（新設） 8 特定地域型保育事業者(満3歳以上限定小規模保

育事業者に限る。)は、第1項本文の規定にかかわ

らず、連携施設の確保に当たって、同項第3号に係

る連携協力を求めることを要しない。 

8 （略） 9 （略） 
9 （略） 10 （略） 

10 （略） 11 （略） 

11 （略） 12 （略） 

(利用者負担額等の受領) (利用者負担額等の受領) 

第43条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

を提供した際は、教育・保育給付認定保護者     
                                            
              から当該特定地域型保育に係る利

用者負担額(法第29条第3項第2号に掲げる額をい

う。)の支払を受けるものとする。 

第43条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

を提供した際は、教育・保育給付認定保護者(満3
歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者に限る。)から当該特定地域型保育に係る利

用者負担額(法第29条第3項第2号に掲げる額をい

う。)の支払を受けるものとする。 
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2～6 （略） 2～6 （略） 

(運営規程) (運営規程) 

第46条 特定地域型保育事業者は、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程(第50条
において準用する第23条において「運営規程」と

いう。)を定めておかなければならない。 

第46条 特定地域型保育事業者は、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程(第50条
において準用する第23条において「運営規程」と

いう。)を定めておかなければならない。 
(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 特定地域型保育事業の利用の開始及び終了に

関する事項並びに特定地域型保育事業の利用に

当たっての留意事項(第39条第2項         に
規定する選考の方法を含む。) 

(7) 特定地域型保育事業の利用の開始及び終了に

関する事項並びに特定地域型保育事業の利用に

当たっての留意事項(第39条第2項及び第3項に

規定する選考の方法を含む。) 

(8)～(11) （略） (8)～(11) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第47条 特定地域型保育事業者は、満3歳未満保育認

定子どもに対し、適切な特定地域型保育を提供す

ることができるよう、特定地域型保育事業所ごと

に職員の勤務の体制を定めておかなければならな

い。 

第47条 特定地域型保育事業者は、保育認定子ども 
        に対し、適切な特定地域型保育を提供す

ることができるよう、特定地域型保育事業所ごと

に職員の勤務の体制を定めておかなければならな

い。 
2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所

ごとに、当該特定地域型保育事業所の職員によっ

て特定地域型保育を提供しなければならない。た

だし、満3歳未満保育認定子どもに対する特定地域

型保育の提供に直接影響を及ぼさない業務につい

ては、この限りでない。 

2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所

ごとに、当該特定地域型保育事業所の職員によっ

て特定地域型保育を提供しなければならない。た

だし、保育認定子ども         に対する特定地域

型保育の提供に直接影響を及ぼさない業務につい

ては、この限りでない。 

3 （略） 3 （略） 

(記録の整備) (記録の整備) 
第49条 （略） 第49条 （略） 

2 特定地域型保育事業者は、満3歳未満保育認定子

どもに対する特定地域型保育の提供に関する次に

掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存

しなければならない。 

2 特定地域型保育事業者は、保育認定子ども      
   に対する特定地域型保育の提供に関する次に

掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存

しなければならない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(準用) (準用) 

第50条 第8条から第14条まで(第10条及び第13条
を除く。)、第17条から第19条まで及び第23条から

第33条までの規定は、特定地域型保育事業者、特

定地域型保育事業所及び特定地域型保育について

準用する。この場合において、第11条中「教育・

第50条 第8条から第14条まで(第10条及び第13条
を除く。)、第17条から第19条まで及び第23条から

第33条までの規定は、特定地域型保育事業者、特

定地域型保育事業所及び特定地域型保育について

準用する。この場合において、第11条中「教育・
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保育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども(満3歳未満保育認定子どもに

限り、特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下

この節において同じ。)について」と、第12条の見

出し中「特定教育・保育」とあるのは「地域型保

育」と、第14条の見出し中「施設型給付費」とあ

るのは「地域型保育給付費」と、同条第1項中「施

設型給付費(法第27条第1項の施設型給付費をい

う。以下」とあるのは「地域型保育給付費(法第29
条第1項の地域型保育給付費をいう。以下この項及

び第50条において準用する第19条において」と、

「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付

費の」と、同条第2項 中「特定教育・保育提供証

明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」

と、第19条中「施設型給付費」とあるのは「地域

型保育給付費」と読み替える                   
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                           ものと

する。 

保育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども(教育認定子ども           
                                 を除く。以下

この節において同じ。)について」と、第14条第1
項                                          
                        

                            中「施

設型給付費(法第27条第1項の施設型給付費をい

う。以下」とあるのは「地域型保育給付費(法第29
条第1項の地域型保育給付費をいう。以下この項及

び第50条において準用する第19条において」と、

「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付

費の」と、第14条第2項中「特定教育・保育提供証

明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」

と、第19条中「施設型給付費」とあるのは「地域

型保育給付費」と、第25条中「各号(幼保連携型認

定こども園である特定教育・保育施設の職員にあ

っては、認定こども園法第27条の2第1項各号、学

校教育法第1条に規定する幼稚園である特定教

育・保育施設の職員にあっては、同法第28条第2
項において準用する認定こども園法第27条の2第1
項各号)」とあるのは「各号」と読み替えるものと

する。 

(特別利用地域型保育の基準) (特別利用地域型保育の基準) 

第51条 特定地域型保育事業者は、法第19条第1号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども  に対し特別利用地域型保育を提

供する場合は、家庭的保育事業等基準条例で定め

る最低基準を遵守しなければならない。 

第51条 特定地域型保育事業者(満3歳以上限定小規

模保育事業者を除く。以下この条において同じ。)
が教育認定子どもに対し特別利用地域型保育を提

供する場合は、家庭的保育事業等基準条例で定め

る最低基準を遵守しなければならない。 

2 特定地域型保育事業者が前項の規定により特別

利用地域型保育を提供する場合には、当該特別利

用地域型保育に係る法第19条第1号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども及び特定地域型保育事業所を現に利用してい

る満3歳未満保育認定子ども(次条第1項  の規定

により特定利用地域型保育を提供する場合にあっ

ては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第1
9条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数は、第

37条第2項の規定により定められた利用定員の総

2 特定地域型保育事業者が前項の規定により特別

利用地域型保育を提供する場合には、当該特別利

用地域型保育に係る教育認定子ども            
                                            
   及び特定地域型保育事業所を現に利用してい

る満3歳未満保育認定子ども(第52条第1項の規定

により特定利用地域型保育を提供する場合にあっ

ては、当該特定利用地域型保育の対象となる満3歳
以上保育認定子ども                          
                        を含む。)の総数は、第

37条第2項の規定により定められた利用定員の総



14 

 

数を超えないものとする。 数を超えないものとする。 

3 特定地域型保育事業者が第1項の規定により特別

利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型

保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費(法第30条第1項の特

例地域型保育給付費をいう。次条第3項         
       において同じ。)を、それぞれ含むものと

して、この章(               第4
0条第2項を除き、前条において準用する第8条から

第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、第17条
から第19条まで及び第23条から第33条までを含

む。次条第3項  において同じ。)の規定を適用す

る。この場合において、第39条第2項中「利用の申

込みに係る法第19条第3号に掲げる小学校就学前

子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第19
条第1号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満3
歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子

どもを除く。以下この章                     に
おいて同じ。)」とあるのは「同号又は同条第3号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども(第52条第1項の規定により特定

利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該

特定利用地域型保育の対象となる法第19条第2号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもを含む。)」と、「の同号」とあ

るのは「の同条第3号」と、「教育・保育給付認定

に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を

勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる

満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用できる

よう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序

により決定する方法、当該特定地域型保育事業者

の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考そ

の他公正な方法により」と、第43条第1項中「教育・

保育給付認定保護者                          
                                     」とある

のは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型

保育の対象となる法第19条第1号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)」と、

同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」と

3 特定地域型保育事業者が第1項の規定により特別

利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型

保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費(法第30条第1項の特

例地域型保育給付費をいう。次条第3項及び第52
条第3項において同じ。)を、それぞれ含むものと

して、この章(第37条第3項、第39条第3項及び第4
0条第2項を除き、前条において準用する第8条から

第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、第17条
から第19条まで及び第23条から第33条までを含

む。第52条第3項において同じ。)の規定を適用す

る。この場合において、第39条第2項中「利用の申

込みに係る法第19条第3号に掲げる小学校就学前

子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第19
条第1号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満3
歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子

どもを除く。以下この章(第43条第1項を除く。)に
おいて同じ。)」とあるのは「教育認定子ども及び

満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認

定子どもを除き、第52条第1項の規定により特定利

用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特

定利用地域型保育の対象となる満3歳以上保育認

定子ども                  

        を含む。)」と、「の同号」とあ

るのは「の同条第3号」と、「教育・保育給付認定

に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を

勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる

満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用できる

よう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序

により決定する方法、当該特定地域型保育事業者

の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考そ

の他公正な方法により」と、第43条第1項中「教育・

保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子どもに

係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」とある

のは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型

保育の対象となる教育認定子ども              
                                            
  に係る教育・保育給付認定保護者を除く。)」と、

同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」と
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あるのは「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額」と、同条第3
項 中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4
項中「前3項」とあるのは「前2項」と、「掲げる

費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第
13条第4項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)
に要する費用」と、同条第5項中「前各項」とある

のは「前3項」とする。 

あるのは「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額」と、第43条
第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4
項中「前3項」とあるのは「前2項」と、「掲げる

費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第
13条第4項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)
に要する費用」と、同条第5項中「前各項」とある

のは「前3項」とする。 

（新設） 第51条の2 特定地域型保育事業者(満3歳以上限定

小規模保育事業者に限る。以下この条において同

じ。)が教育認定子どもに対し特別利用地域型保育

を提供する場合には、法第46条第1項に規定する地

域型保育事業の認可基準を遵守しなければならな

い。 
2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別

利用地域型保育を提供する場合には、当該特別利

用地域型保育に係る教育認定子ども及び特定地域

型保育事業所を現に利用している満3歳以上保育

認定子どもの総数が、第37条第3項の規定により定

められた利用定員の数を超えないものとする。 
3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特

別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域

型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給

付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含む

ものとして、この章(第37条第2項、第39条第2項及

び第40条第2項を除き、第50条において準用する第

8条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、
第17条から第19条まで及び第23条から第33条ま

でを含む。)の規定を適用する。この場合において、

第39条第3項中「第19条第2号」とあるのは「第19
条第1号」と、「満3歳以上保育認定子ども」とあ

るのは「教育認定子ども又は満3歳以上保育認定子

ども」と、「同号」とあるのは「法第19条第2号」

と、「法第20条第4項の規定による認定に基づき、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保

育を受ける必要性が高いと認められる満3歳未満

保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」と

あるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定

する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関

する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な
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方法により」と、第43条第1項中「教育・保育給付

認定保護者(満3歳未満保育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者に限る。)」とあるのは「教

育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の対

象となる教育認定子どもに係る教育・保育給付認

定保護者を除く。)」と、同条第2項中「法第29条
第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2
項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と、第43条第3項中「前2項」とあ

るのは「前項」と、同条第4項中「前3項」とある

のは「前2項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲

げる費用及び食事の提供(第13条第4項第3号ア又

はイに掲げるものを除く。)に要する費用」と、第

43条第5項中「前4項」とあるのは「前3項」とする。 

(特定利用地域型保育の基準) (特定利用地域型保育の基準) 

第52条 特定地域型保育事業者は、法第19条第2号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども          に対し特定利用地域

型保育を提供する場合は、家庭的保育事業等基準

条例で定める最低基準を遵守しなければならな

い。 

第52条 特定地域型保育事業者(満3歳以上限定小規

模保育事業者を除く。以下この条において同じ。)
が満3歳以上保育認定子どもに対し特定利用地域

型保育を提供する場合は、家庭的保育事業等基準

条例で定める最低基準を遵守しなければならな

い。 

2 特定地域型保育事業者が前項の規定により特定

利用地域型保育を提供する場合には、当該特定利

用地域型保育に係る法第19条第2号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども及び特定地域型保育事業所を現に利用してい

る同条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども(前条第1項の規定

により特別利用地域型保育を提供する場合にあっ

ては、当該特別利用地域型保育の対象となる法第1
9条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数は、第

37条第2項の規定により定められた利用定員の総

数を超えないものとする。 

2 特定地域型保育事業者が前項の規定により特定

利用地域型保育を提供する場合には、当該特定利

用地域型保育に係る満3歳以上保育認定子ども   
                                            
   及び特定地域型保育事業所を現に利用してい

る満3歳未満保育認定子ども(第51条第1項       
                                      の規定

により特別利用地域型保育を提供する場合にあっ

ては、当該特別利用地域型保育の対象となる教育

認定子ども                                  
                        を含む。)の総数は、第

37条第2項の規定により定められた利用定員の総

数を超えないものとする。 

3 特定地域型保育事業者が第1項の規定により特定

利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型

保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むも

のとして、この章の規定を適用する。この場合に

おいて、第43条第1項中「教育・保育給付認定保護

3 特定地域型保育事業者が第1項の規定により特定

利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型

保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むも

のとして、この章の規定を適用する。この場合に

おいて、第43条第1項中「教育・保育給付認定保護
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者                                          
                     」とあるのは「教育・保育

給付認定保護者(特定利用地域型保育の対象とな

る法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以

上保育認定子どもに限る。)に係る教育・保育給付

認定保護者に限る。)」と、「法第29条第3項第2号
に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第3号の

市町村が定める額」と、同条 第2項中「法第29
条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条
第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算

定した費用の額」と、同条 第4項中「掲げる費用」

とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(特定利用

地域型保育の対象となる特定満3歳以上保育認定

子どもに対するもの及び満3歳以上保育認定子ど

も(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育

認定子どもをいう。)に係る第13条第4項第3号ア又

はイに掲げるものを除く。)に要する費用」とする。 

者(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給

付認定保護者に限る。)」とあるのは「教育・保育

給付認定保護者(特定利用地域型保育の対象とな

る満3歳以上保育認定子ども                   
                                (特定満3歳以

上保育認定子どもに限る。)に係る教育・保育給付

認定保護者に限る。)」と、「法第29条第3項第2号
に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第3号の

市町村が定める額」と、第43条第2項中「法第29
条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条
第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算

定した費用の額」と、第43条第4項中「掲げる費用」

とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(特定利用

地域型保育の対象となる特定満3歳以上保育認定

子どもに対するもの及び満3歳以上保育認定子ど

も(特定満3歳以上保育認定子どもを除く        
               。)に係る第13条第4項第3号ア又

はイに掲げるものを除く。)に要する費用」とする。 
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議案第４４号 

 

  安中市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 

 

新旧対照表                                     (下線部は改正箇所)  

現  行 改 正 案 

(保育所等との連携) (保育所等との連携) 

第7条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を

行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)
を除く。以下この条、次条第1項、第8条の3第2項、

第15条第1項及び第2項、第16条第1項、第2項及び

第5項、第17条並びに第18条第1項から第3項まで

並びに附則第3条において同じ。)は、利用乳幼児

に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭

的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3
歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平
成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に

定める学校において行われる教育をいう。以下こ

の条において同じ。)又は保育が継続的に提供され

るよう、次に掲げる事項                       
                                            
                                            
                                            
                      に係る連携協力を行う保

育所、幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1
条に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)又は認定

こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律

第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をい

う。以下同じ。)(以下「連携施設」という。)を適

切に確保しなければならない。ただし、山間のへ

き地その他の地域であって、連携施設の確保が著

しく困難であると市が認めるものにおいて家庭的

保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。第17条第

2項第3号において同じ。)を行う家庭的保育事業者

等については、この限りでない。 

第7条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を

行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)
を除く。以下この条、次条第1項、第8条の3第2項、

第15条第1項及び第2項、第16条第1項、第2項及び

第5項、第17条並びに第18条第1項から第3項まで

並びに附則第3条において同じ。)は、利用乳幼児

に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭

的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3
歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平
成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に

定める学校において行われる教育をいう。以下こ

の条において同じ。)又は保育が継続的に提供され

るよう、次に掲げる事項(法第6条の3第10項第3号
に掲げる事業(以下「満3歳以上限定小規模保育事

業」という。)を行う事業者(以下「満3歳以上限定

小規模保育事業者」という。)にあっては、第1号
及び第2号に掲げる事項)に係る連携協力を行う保

育所、幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1
条に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)又は認定

こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律

第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をい

う。以下同じ。)(以下「連携施設」という。)を適

切に確保しなければならない。ただし、山間のへ

き地その他の地域であって、連携施設の確保が著

しく困難であると市が認めるものにおいて家庭的

保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。第17条第

2項第3号において同じ。)を行う家庭的保育事業者

等については、この限りでない。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

(3) 家庭的保育事業者等                      (3) 家庭的保育事業者等(満3歳以上限定小規模保
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   により保育の提供を受けていた利用乳幼児

(事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第

43条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。

以下この号及び第6項第1号において同じ。)を、

当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼

児の保護者の希望により、引き続き連携施設に

おいて受け入れて教育又は保育を提供するこ

と。 

育事業者を除く。第6項及び第7項において同

じ。)により保育の提供を受けていた利用乳幼児

(事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第

43条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。

以下この号及び第6項第1号において同じ。)を、

当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼

児の保護者の希望により、引き続き連携施設に

おいて受け入れて教育又は保育を提供するこ

と。 

2～6 （略） 2～6 （略） 

7 前項(同項第2号に該当する場合に限る。)の場合に

おいて、家庭的保育事業者等は、法第59条第1項に

規定する施設のうち、次に掲げるもの(入所定員が

20人以上のものに限る。)                      
                      であって、市長が適当と

認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携

協力を行う施設として適切に確保しなければなら

ない。 

7 前項(同項第2号に該当する場合に限る。)の場合に

おいて、家庭的保育事業者等は、法第59条第1項に

規定する施設のうち、次に掲げるもの(入所定員が

20人以上のものに限る。)又は満3歳以上限定小規

模保育事業を行う事業所であって、市長が適当と

認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携

協力を行う施設として適切に確保しなければなら

ない。 
(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

 
第14条 削除 

(児童対象性暴力等の防止) 
第14条 家庭的保育事業者等は、法第34条の16第4

項において準用する法第21条の5の18第4項の規

定に基づき、児童対象性暴力等(学校設置者等及び

民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の

防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第

69号)第2条第2項に規定する児童対象性暴力等を

いう。以下この条において同じ。)を防止し、及び

児童対象性暴力等が行われた場合に利用乳幼児を

適切に保護するため、児童等対象業務従事者(利用

乳幼児と接する業務に従事する者のうち、支配性、

継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該利用乳幼

児に接するものをいう。)に係る犯罪事実確認(同法

第4条第1項に規定する犯罪事実確認をいう。)その

他の必要な措置を講じなければならない。 

(家庭的保育事業所等内部の規程) (家庭的保育事業所等内部の規程) 
第19条 家庭的保育事業者等は、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程を定めてお

かなければならない。 

第19条 家庭的保育事業者等は、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程を定めてお

かなければならない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 
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(6) 乳児、幼児の区分ごとの利用定員           
                                          
                

(6) 乳児、幼児の区分ごとの利用定員(満3歳以上

限定小規模保育事業者にあっては、満3歳以上の

幼児の利用定員) 

(7)～(11) （略） (7)～(11) （略） 

(小規模保育事業の区分) (小規模保育事業の区分) 

第28条 小規模保育事業は、小規模保育事業A型、

小規模保育事業B型                           
          及び小規模保育事業C型             
                        とする。 

第28条 小規模保育事業は、小規模保育事業A型、

小規模保育事業B型(満3歳以上限定小規模保育事

業を除く。)及び小規模保育事業C型(満3歳以上限

定小規模保育事業を除く。)とする。 

(職員) (職員) 

第30条 （略） 第30条 （略） 
2 （略） 2 （略） 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師又は

看護師                                  を、1
人に限り、保育士とみなすことができる。 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護

師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を、1
人に限り、保育士とみなすことができる。 

（新設） 4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たって

は、当該小規模保育事業所Ａ型に勤務する理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員(学
校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若し

くは大学院において、心理学を専修する学科、研

究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業し

た者であって、個人及び集団心理療法の技術を有

するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認

められる者をいう。)又は障害児の療育に関する知

識及び経験を有する者であって、障害児の療育の

指導を行う業務に5年以上従事した経験を有する

もののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する

知識及び経験を有する者(以下「特定理学療法士

等」という。)を、1人に限り、保育士とみなすこ

とができる。ただし、当該特定理学療法士等が保

育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所Ａ

型の保育士による支援を受けることができる体制

を確保しなければならない。 

（新設） 5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療法士

等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師

等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業

所Ａ型の保育士(前項ただし書の規定による支援

を行う保育士を除く。)による支援を受けることが
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できる体制を確保しなければならない。 

(職員) (職員) 

第32条 （略） 第32条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師又は

看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができ

る。 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

当該小規模保育事業所B型に勤務する看護師等   
     を、1人に限り、保育士とみなすことができ

る。 

（新設） 4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たって

は、当該小規模保育事業所Ｂ型に勤務する特定理

学療法士等を、1人に限り、保育士とみなすことが

できる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を

行うに当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型の

保育士による支援を受けることができる体制を確

保しなければならない。 

（新設） 5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療法士

等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師

等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業

所Ｂ型の保育士(前項ただし書の規定による支援

を行う保育士を除く。)による支援を受けることが

できる体制を確保しなければならない。 

(利用定員) (利用定員) 

第36条 小規模保育事業所C型は、法第6条の3第10
項     の規定にかかわらず、その利用定員を6人
以上10人以下とする。 

第36条 小規模保育事業所C型は、法第6条の3第10
項第1号の規定にかかわらず、その利用定員を6人
以上10人以下とする。 

(職員) (職員) 

第45条 （略） 第45条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健

師又は看護師を1人に限り、保育士とみなすことが

できる。 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する看護

師等        を1人に限り、保育士とみなすことが

できる。 

（新設） 4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たって

は、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する

特定理学療法士等を、1人に限り、保育士とみなす

ことができる。ただし、当該特定理学療法士等が

保育を行うに当たっては、当該保育所型事業所内

保育事業所の保育士による支援を受けることがで

きる体制を確保しなければならない。 
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（新設） 5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療法士

等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師

等が保育を行うに当たって、当該保育所型事業所

内保育事業所の保育士(前項ただし書の規定によ

る支援を行う保育士を除く。)による支援を受ける

ことができる体制を確保しなければならない。 

(職員) (職員) 

第48条 （略） 第48条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健

師又は看護師を、1人に限り、保育士とみなすこと

ができる。 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する看護

師等        を、1人に限り、保育士とみなすこと

ができる。 

（新設） 4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たって

は、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する

特定理学療法士等を、1人に限り、保育士とみなす

ことができる。ただし、当該特定理学療法士等が

保育を行うに当たっては、当該小規模型事業所内

保育事業所の保育士による支援を受けることがで

きる体制を確保しなければならない。 

（新設） 5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療法士

等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師

等が保育を行うに当たって、当該小規模型事業所

内保育事業所の保育士(前項ただし書の規定によ

る支援を行う保育士を除く。)による支援を受ける

ことができる体制を確保しなければならない。 

(準用) (準用) 
第49条 第25条から第27条まで及び第29条の規定

は、小規模型事業所内保育事業について準用する。

この場合において、第25条及び第26条中「家庭的

保育事業」とあり、第29条中「小規模保育事業A
型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業」と、

第25条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第27
条において「家庭的保育事業者」という。)」とあ

るのは「小規模型事業所内保育事業を行う者(第49
条において準用する次条及び第27条において「小

規模型事業所内保育事業者」という。)」と、第26
条及び第27条中「家庭的保育事業者」とあるのは

「小規模型事業所内保育事業者」と、第29条中「小

第49条 第25条から第27条まで及び第29条の規定

は、小規模型事業所内保育事業について準用する。

この場合において、第25条及び第26条中「家庭的

保育事業」とあり、第29条中「小規模保育事業A
型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業」と、

第25条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第27
条において「家庭的保育事業者」という。)」とあ

るのは「小規模型事業所内保育事業を行う者(第49
条において準用する次条及び第27条において「小

規模型事業所内保育事業者」という。)」と、第26
条及び第27条中「家庭的保育事業者」とあるのは

「小規模型事業所内保育事業者」と、第29条中「小
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規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所

内保育事業所」と、同条第1号中「調理設備」とあ

るのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業

所を設置し、及び管理する事業主が事業場に附属

して設置する炊事場を含む。第4号において同

じ。)」と、同条第4号中「次号」とあるのは「第4
9条において準用する第29条第5号」と読み替える

ものとする。 

規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所

内保育事業所」と、同条第1号中「調理設備」とあ

るのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業

所を設置し、及び管理する事業主が事業場に附属

して設置する炊事場を含む。第4号において同

じ。)」と                                    
                                            
      する。 

附 則 附 則 

(連携施設に関する経過措置) (連携施設に関する経過措置) 

第3条 家庭的保育事業者等(                    
             特例保育所型事業所内保育事業者

を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であっ

て、子ども・子育て支援法第59条第4号に規定する

事業による支援その他の必要な適切な支援を行う

ことができると市が認める場合は、第7条第1項本

文の規定にかかわらず、施行日から起算して15年
を経過する日までの間、連携施設の確保をしない

ことができる。 

第3条 家庭的保育事業者等(満3歳以上限定小規模

保育事業者及び特例保育所型事業所内保育事業者

を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であっ

て、子ども・子育て支援法第59条第4号に規定する

事業による支援その他の必要な適切な支援を行う

ことができると市が認める場合は、第7条第1項本

文の規定にかかわらず、施行日から起算して15年
を経過する日までの間、連携施設の確保をしない

ことができる。 

 



24 

 

議案第４５号 

 

  安中市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 

 

新旧対照表                                     (下線部は改正箇所)  

現  行 改 正 案 

（新設） (児童対象性暴力等の防止) 
第14条の2 乳児等通園支援事業者は、法第34条の1

6第4項において準用する法第21条の5の18第4項
の規定に基づき、児童対象性暴力等(学校設置者等

及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力

等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法

律第69号)第2条第2項に規定する児童対象性暴力

等をいう。以下この条において同じ。)を防止し、

及び児童対象性暴力等が行われた場合に利用乳幼

児を適切に保護するため、児童等対象業務従事者

(利用乳幼児と接する業務に従事する者のうち、支

配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該利

用乳幼児に接するものをいう。)に係る犯罪事実確

認(同法第4条第1項に規定する犯罪事実確認をい

う。)その他の必要な措置を講じなければならな

い。 

 


